
川崎港緑化基本計画（案）の概要

川崎港緑化基本計画の目的

●「川崎港港湾計画（平成26年11月に改訂）」において、市民から
の要望として「海に触れ合う場の提供、交流拠点の充実、景観を良く
する緑地整備」との意見が多く見られました。
●このため川崎港が担う環境・交流機能として、「交流機能の拡充と
水際線の開放により、市民の憩いと安らぎの場を創出する」との方針
が定められました。
●本計画は、水際線の開放や環境との共生を考慮した親水空間など、
〈港ならではの求められる機能〉や〈港湾緑地の活用方策〉、〈緑地
活用を支える施設の維持管理・運営〉などを検討し、市民と港で働く
人々に憩いと安らげる場を提供していくことを目的とし、港湾緑地に
ついての今後の指針として策定しました。
●本計画では平成30年代後半での目標達成を目指しています。

「みなと」で働く人、訪れる人みなが川崎の自然を感じ、
魅力的なロケーションを楽しむことができる空間

★「海」・「多摩川」をとおして、自然とふれあい、昔のように海と人
のつながりを感じることができる

★「工場夜景等の産業景観」、「行き交う船舶」、「羽田空港に離発着する
飛行機」といった川崎港ならではの魅力的なロケーションを満喫できる

★海風を直接感じることで、皆が安らぎを感じ、あるいは広大な空間を
利用したにぎわいを楽しむことができる

川崎港港湾緑地の目指すべき姿

・「海・みなと」を活用できる
・川崎港の魅力あるロケーション
・広大なオープンスペースの確保

港湾計画

上位・関連計画

強み(魅力)

・親水緑地等で憩い安らげる場
・市民等が海に親しむことができる空間
・景観を良くする緑地
・自然環境と共生

● 川崎市総合計画
● 川崎市緑の基本計画
● 「かわさき臨海のもりづくり」緑化推進計画
● 浮島1期地区土地利用基本方針 等

●川崎港には現在、40.7ヘクタールの港湾緑地が整備されております。
●臨港地区における工場内の緑地を含む緑地面積は131.6ヘクタール。
面積割合は8.4％となっています。

●港湾緑地の多くは、臨海部で働く人のための休息や工業地帯の修景と
しての役割を果たしています。
●休日には、人工海浜、釣り、バーベキュー場など、港湾緑地として魅
力のある施設や、イベント開催時に市民が集まり、にぎわいをみせて
います。

●多くの緑地が市街地や駅から離れており、車またはバスでのアクセス
に限られています。

●バーベキュー場などの施設の一部については管理員(委託)による現地
管理、樹木剪定・除草等は業務委託により実施しています。

●港湾環境整備負担金制度により、港湾緑地の整備・維持管理費の一部
負担することによる、立地企業との協働が行われています。

川崎港緑化基本計画の構成

港湾緑地の現状

求められる機能・役割

に関する基本計画

維持管理・運営

に関する基本計画

活用方策に関する

基本計画

川崎港港湾緑地の目指すべき姿の実現

港湾緑地のグループ（機能・役割）の設定

景観・

利用状況等

周辺の

環境状況

港湾緑地の

現状

考慮

個別緑地
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●川崎港港湾緑地の目指すべき姿から、川崎港港湾緑地を、
「海・運河」、「多摩川」の自然を感じ、「工場夜景」
「行き交う船舶」「羽田空港に離発着する飛行機」などの
川崎港の魅力的なロケーションを活用した市民交流の場や、
海や川、生物等の自然との触れ合いや環境学習の場として
活用できる緑地とします。

●市民と海をつなぐ重要な場として、各緑地の紹介や川崎港
に関する環境情報等、港湾緑地の魅力情報発信の場として
活用します。

●緑地の活用、維持管理・運営を市民、周辺企業、行政がそ
れぞれの立場を尊重しながら協働で行い、臨海部の環境向
上に努めます。

●老朽化等で未利用となっている港湾施設を積極的に活用し
ます。

●既存の港湾緑地については、川崎港の強み（魅力）をしっ
かり活かしつつ、機能が発揮できるよう、管理コストの低
減や利用の促進を図ります。

川崎駅

川崎港

基本的な考え方 ・ 港湾緑地のグループ分類

港湾緑地の配置とグループ
基本的な考え方

グループ分類別港湾緑地の機能・役割

各緑地の整備・利用には、各緑地の現状、周囲の状況や想定される利用
者等を考慮したグループ分けをして検討を進めます。あわせて、緑地周辺
は工業地帯であり、周辺に住民がいないことから、市街地の公園とは異な
る視点を持って、各緑地の検討を進めます。

グループ2：水際線開放の場

グループ1：市民の交流拠点の場

グループ3：緑地間の移動の場

グループ4：港で働く人たちの休息・憩いの場

グループ5：市街地からの港の玄関口
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1） 市民の交流拠点の場（グループ1）となる緑地（抜粋）

対象緑地 求められる機能・役割

① 浮島１期地区
（約4ヘクタール）

●水（海）とのふれあい、行き交う船舶、羽田空港に離発着する飛行機や多摩川の
河口などの眺望が楽しめる川崎港の新たな魅力スポットとする。
●広大なオープンスペースを活かした、イベント開催などの市民や観光客等が交流
できる空間を配置する。
●生物多様性に配慮した水辺空間を創出し、親水の場を配置する。
●川崎市内の環境への取組、環境・イベント・防災情報等を発信する役割を担う。
●国道357の整備等、周辺整備の進捗状況を考慮しながら、段階的に必要な機能を
配置し、一般に開放していく。

② ちどり公園
（5.3ヘクタール）
※うち3.9ヘクタール既設

●災害発生時には避難場所や延焼防止のオープンスペースとして機能するとともに、
千鳥町7号岸壁からの緊急物質の荷捌きの場として活用するためのスペースを
確保する。
●京浜運河の眺望や心地よく感じる海風を積極的に活用し、休憩や散策、市街地の
公園では確保できないスポーツ等を気軽に楽しむことができる広く明るい開放的
な空間とする。

③ 東扇島東公園
（15.8ヘクタール）

●人工海浜、バーベキュー施設等を備えた大規模公園で、現状において緑地として
備えるべき機能・役割は十分に備わっていることから、既存施設をそのまま活用し、
適切な維持管理を行っていく。
●災害発生時には国の管理のもと、首都圏の基幹的広域防災拠点として活用される。

2） 水際線開放の場（グループ2）となる緑地（抜粋）

対象緑地 求められる機能・役割

⑥ 水江町緑地
(0.6ヘクタール）

●臨港道路東扇島水江町線の橋梁のたもとに位置し、開通後、歩行者も上に登れる
ことから、新たな景観等の魅力スポットとなることが期待できる。
●災害発生時には帰宅困難者輸送用の船着場として活用する。
●平常時は観光船等の船着場としての利用・サービスの充実を図るとともに、
魅力的な運河沿いの快適空間を配置する。

⑦ 塩浜係留護岸
⑧ 末広物揚場

●施設の老朽化が激しく、今後の利用が見込まれない施設。
●施設の更新の際には、水辺の拠点として、または、生物多様性（生態系）等に配慮した
親水の場へと利用転換を図り、運河の景観を楽しみ、水辺で自然（海）との触れ合いを
楽しむことができる空間を配置する。

臨港道路東扇島水江町線
（赤丸が緑地位置）

末広物揚場からの眺望

【活用方策に関する基本計画】
方針:広報の推進と市民ニーズの充足により、交流機会の
拡充

●各港湾緑地や川崎港に関する情報、防災情報の発
信
●アクセス性の向上への取組
●ホームページ・広報誌等の各種媒体や、周辺
公共施設等への案内板の設置などによる、積極的
な情報発信（特にグループ1で検討）

●港湾緑地及び緑地内施設を活用したイベント等の
開催による利用促進（特にグループ1で検討）

●親水施設を活用した体験型環境学習イベントやア
ンケートの実施（特にグループ2で検討）

●各緑地の植栽や施設の維持管理マニュアルの作
成
●緑地ごとの利用ルール・マナーの明文化、周知
の徹底

●災害発生時（津波等）の体制の確保
●緑地内の施設の管理・運営における指定管理
者制度等新たな管理手法の導入の検討
（特にグループ1で検討）
●売店等の設置を希望する民間事業者等によるパ
トロールや管理などの一部実施を条件に許可す
る手法の検討（特にグループ1で検討）
●周辺の民間企業や協力団体などと協働した管理
手法の検討（特にグループ1で検討）

●環境学習への参加者などと協働した管理手法の
検討（特にグループ2で検討）

基本計画（案）

【求められる機能・役割に関する基本計画】
方針:水際線の開放により、にぎわいと快適な空間の創出・拡大

【維持管理・運営に関する基本計画】
方針:計画的な管理・保全・修繕と利用マナーの徹底による

環境・景観の質の向上

浮島１期地区から見える
飛行機の離発着の様子

広場から運河部方向の眺望

３） その他既設緑地

対象緑地 計画の方向性

④ 東扇島中公園 ⑤ 東扇島西公園
⑨ 東扇島北公園 ⑩ 東扇島緑道
⑪ 白石町緑地 ⑫ 大川町緑地
⑬ 千鳥橋周辺緑地

●港湾緑地としての強み（魅力）を活かし、それぞれの機能・役割に沿って利

活用を促進しながら、適切に維持管理・運営につとめる。

東扇島東公園の人工海浜の様子
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（参考）新規・拡充港湾緑地の機能配置イメージ図

浮島１期地区

水江町緑地

ちどり公園

末広物揚場

■Ａ：休憩・休息の場 ■Ｂ：眺望の場 ■Ｃ：レクリエーションの場

■Ｄ：親水の場 ■Ｅ：学習の場 ■Ｆ：情報発信の場

□Ｇ：緩衝・修景の機能 □Ｈ：ネットワーク機能 ■Ｉ：災害への対応

■Ａ：休憩・休息の場 ■Ｂ：眺望の場 ■Ｃ：レクリエーションの場

■Ｄ：親水の場 □Ｅ：学習の場 □Ｆ：情報発信の場

□Ｇ：緩衝・修景の機能 □Ｈ：ネットワーク機能 ■Ｉ：災害への対応

■Ａ：休憩・休息の場 ■Ｂ：眺望の場 □Ｃ：レクリエーションの場

■Ｄ：親水の場 □Ｅ：学習の場 □Ｆ：情報発信の場

■Ｇ：緩衝・修景の機能 □Ｈ：ネットワーク機能 ■Ｉ：災害への対応

□Ａ：休憩・休息の場 □Ｂ：眺望の場 □Ｃ：レクリエーションの場

■Ｄ：親水の場 ■Ｅ：学習の場 □Ｆ：情報発信の場

■Ｇ：緩衝・修景の機能 □Ｈ：ネットワーク機能 ■Ｉ：災害への対応

港湾緑地の求められる機能・役割から、新規・拡充港湾緑地の想定される機能配置の一例を以下のとおり、図示します。
具体的な施設の配置については、市民等の意見を踏まえたうえで、検討を行ってまいります。

駐車場

換気塔

多目的広場

広場

バス停

広場

スポーツ広場

広場

運河景観、
対岸東扇島
の景観資源

0 50 100ｍ

既設緑地活用ゾーン

拡充ゾーン

歩行者動線

車両動線

眺望活用

東扇島北公園方面地下

通路入口

眺望活用 浮桟橋設置予定

広場・休憩所

長大橋の

ＥＶホール

（計画）対岸方向の眺望
新たな景観資源（長大橋）の活用

運河に架かる東扇島水江

町線の長大橋（計画）

歩行者動線

バス・一般車両動線

駐車場
駐輪場

多目的広場

緩衝緑地（高木・中木・低木の福相林）

水辺利用ゾーン

ロータリー
方式

親水ゾーン

隣地の緑地 民間企業

0 10 20ｍ

バス停

水辺利用ゾーン

多目的広場

眺望活用

緑地・レクリエーションゾーン
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